
（付・介護保険事業者指定の流れ）

④事業開始届
（勤務表等）

〇

〇受理通知

〇意見照会申請書

〇 〇

〇

改善報告 〇

〇

回答書

〇

完成検査〇

（事業開始）

指定書〇

〈建築確認等〉

〇

受理通知

指導事項通知
（検査通知準拠）

神奈川県有料老人ホーム設置運営事務取扱要綱による手続の流れ

有料老人ホームに係る介護保険事業者
指定（地域密着型以外）関係

①事前相談
(図面・法定項目)

③設置届
(運営体制等)

〇

意見書
（指導事項添付）
［図面の指針義務・

法定項目］

設置予定者 県知事 市町村長 設置予定者 県知事 市町村長

有料老人ホーム届出関係

②事前協議
(立地・建物)

〇

意見書
（指導事項添付）
［防災・消防・その他
市町村条例］

介護保険法第70条による手続


